
 

第４章 水害対応マニュアル 

１．水害対応マニュアルの概要 

水害対応マニュアルは、本指針の実効性を高めるため、「第３章 水害タイムライン」にて記載している防災

行動を対応部別に具体的に示したものとして位置付けます。平時から各職員が本マニュアルを十分に確認し

ておくことにより、実際の災害時には水害タイムラインによる対応が適切に実行され、迅速な応急対応に役立

ちます。 

 

 ●本章の構成 

  2．水害時の配備体制・基準 

⇒災害対策本部の班と平時の部課等の対応、配備区分ごとの基準。 

  3．水害対応マニュアル（対応部別） 

 ⇒平時の部別に、対応する業務を以下の通り整理。 

・ 部が実施する業務の全体像をタイムラインに沿って表示 

・ 業務ごとの詳細な行動をチェック項目形式で表示 

 
  

部の業務の全体像 

業務ごとの詳細な行動一覧 
対 

応 



 

２．水害時の配備体制・基準 

災害対策本部体制や配備基準については、以下のとおりです。 

 

●災害対策本部体制 

班・局 班長・副班長 所属 

本部事務局   危機管理室 
 

総務班 班 長：総務部長 
副班長：選挙管理委員会
事務局長 

総務部（課税課・
納税課を除く） 

総務課 

人事課 

法制文書課 

選挙管理委員会事務局、監査委員事務局 

会計室 

情報班 班 長：企画財政部長 
副班長：市長室長 

市長室 

企画財政部 企画課 

財政課 

魅力創造発信課 

デジタル戦略課 

財産活用課 

議会事務局 

調査復旧班 班 長：都市整備部長 
副班長：環境下水道部長 

都市整備部 都市・交通計画課 

道路公園課 

住宅まちづくり課 

環境下水道部 環境対策課 

廃棄物対策課 

下水道課 

総務部 課税課 

納税課 

救援救護班 班 長：市民生活部長 
副班長：健康福祉部長 

市民生活部 コミュニティ推進課 

総合窓口課 

地域振興課 

保険課 

保険収納課 

生涯学習・スポーツ振興課 

人権室 

健康福祉部 地域福祉課 

生活福祉課 

障がい福祉課 

高齢介護課 

新型コロナワクチン接種推進室 

健康推進課 

児童・生徒班 班 長：こども部長 
副班長：教育部長 

こども部 子育て支援政策課 

こども施設課 

子育て世代包括支援センター 

教育部 教育総務課 

学校教育課 

保健給食課 

教育センター 



 

班・局 班長・副班長 所属 

水道局   水道局 水道局総務課 

配水課 

浄水課 

お客さまセンター 

避難所従事者 

 

●災害対策本部等の配備基準 

配備区分 配  備  時  期 配 備 内 容 動員基準 

事
前
配
備
体
制 

事

前

配

備 

・災害発生のおそれがある気象予警報等が発表

されるなど通信情報活動及び警戒が必要なとき 

通信情報活動 

警戒等（部分的な災害

対策を含む） 

最小必要数 

市
災
害
警
戒
本
部 

警

戒

配

備 

・大雨又は洪水に関する警報等が発令され、災

害の発生のおそれがあるとき 

・降雨量、水位等の観測状況から災害の発生の

おそれがあるとき 

・市の区域内で局地的に軽微な災害が発生した

とき 

※警報等発令時には状況を判断して、市災害警

戒本部を設置し、配備体制については、関係部

局が協議し決定する。 

水害の発生を防御するた

め通信情報活動、物資、

資機材の点検整備又は

小規模の災害対策を実

施する体制 

10% 

市
災
害
対
策
本
部 

Ａ
号
配
備 

・局地的な災害が市内の数箇所に発生し、又は

発生するおそれがあるとき 

情報収集活動を実施す

る体制及び小規模の災

害応急対策を実施する

体制 

25% 

Ｂ
号
配
備 

・相当規模の災害が発生し、又は発生するおそれ

があるとき 

災害に対する警戒及び

中規模の災害応急対策

を実施する体制 

50% 

Ｃ
号
配
備 

・大規模の災害が発生し、又は発生するおそれが

あるとき 

市の全力を挙げて災害

応急対策を実施する体

制 

100% 

市
現
地
災
害 

対
策
本
部 

・市内の局地的な地域に被害が発生し、又は発

生するおそれがあるとき 

災害に対する警戒及び

応急対策 

市災害対策

本部で指示 

 


